
藤枝市文化センター空調設備改修工事における特記仕様書 

 

工 事 名 藤枝市文化センター空調設備改修工事 

工事場所 藤枝市 駅前二丁目 地内 

設計概要 空気調和機（室内及び室外機）更新 N＝２台 

工  期 契約日から令和 7年 12 月 19 日 

 

作業条件 

・現在、文化センターに於いて、屋上外壁防水及び消防用設備改修工事を資産管理課が

９月下旬完成を目途に進めている。 

・今回発注する空調設備改修工事は１階小ホール空調機器の老朽化に伴い、室内外機を

交換するもので、上記工事完了後に着手する。 

・本工事に先立ち、工場にて空調機器を製造する場合の製造期間は現場管理費の対象と

ならない。 

・本工事に合わせ、小ホール貸し出し期間を 11 月 17 日から 11 月 30 日まで使用制限し

この期間内に機器の搬入、搬出を含め、全ての作業を完了させるものである。但し、

やむをえない事情があればこの限りでない。 

 

上記の作業条件により、施工に必要な実施日数は準備工から片付けを含めても１週間

程度と見込まれるため、「週休２日工事の対象外」とする。 


